


令和７年度 非行防止啓発漫画作品 募集要項 

 

１.目的 

「万引きは犯罪である」という意識をしっかりと持ってもらうために非行防止啓発漫画を募集する。

また，「スマートフォン・ＳＮＳ・薬物・特殊詐欺」に関する漫画についても募集し，スマートフォンの安

全な使い方や薬物の危険性，犯罪防止への意識を高める。応募作品から選んだ優秀作品集を作

り，市内各校・関係機関へ配付し啓発に役立てる。 

 

２.募集する漫画作品 

（１）四コマ漫画部門 

・Ａ４サイズ（たて）の用紙を使います。要項にある用紙をコピーして使うか，ご自身で用紙にコマの

線を引いてください。 

・コマ数は４コマが標準ですが，それより超えても少なくてもかまいません。 

（２）ストーリー漫画部門 

・Ａ４サイズ（たて）の用紙を使い６ページ程度のストーリー漫画 

（２ページ以上１２ページ以内） 

 万引きが犯罪であるということやスマホ・ＳＮＳの正しい使い方，薬物に関する危険性，特殊薬物詐

欺が犯罪であることが読者によく伝わる内容にしてください。 

（３）表紙の挿し絵 

・挿し絵のみで，Ａ４サイズ（縦）とします。掲載上，縮小する場合もあります。募集の中から１点，表紙

に採用します。 

 

３.注意すること 

・他の作者が作った漫画の登場人物などを真似て描いてはいけません。 

 （著作権法違反になる場合があります。） 

・応募作品はペン描きとします。濃淡を出すために鉛筆を使用する鉛筆を使用することは可能です

が，きれいに印刷されないことがあります。 

・作品は白黒印刷になります。 

・ストーリー作品にはページ番号を鉛筆書きで作品の下につけ，作品の裏に鉛筆で薄く自分の名

前を書いておいてください。 

・別紙の応募票を作品と一緒に出してください。作品の裏面にのり付けするか，ホッチキスまたはク

リップで作品にとめてください。 

・人を傷つける内容はさけてください。 

・共同（複数人）での制作は不可とします。また，PCのソフトやアプリ，生成 AI等を使っての制作も

不可とします。 












